
古
代
支
那
賦
税
制
度

（
中
）

宮
　
崎

市
　
　
定

2

　
　
　
　
　
　
内
容
緒
論
一
　
、
賦
と
税
と
の
薩
別
一
二
、
偶
三
田
賦
の
解
羅
（
以
上
萌
號
）
一
三
、
賦
の
獲
蓮
（
本
號
）
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
號
）
四
、
租
・
税
の
浩
革
特
に
助
法
に
就
て
i
結
論
i

　
　
　
　
　
　
三
、
賦
の
登
達

　
賦
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
師
ち
漢
代
の
賦
の
如
く
入
頭
税
の
意
味
と
、
別
に
人
民
が
兵
役
に
服
す
る
義
務
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

も
の
を
指
す
意
昧
と
で
あ
る
Q
後
者
は
特
に
軍
職
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
、
漢
書
刑
法
志
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
般
周
以
兵
定
天
下
。
（
中
略
）
因
井
田
而
制
軍
賦
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
り

な
ど
の
用
法
が
そ
れ
で
あ
る
。
刑
法
志
は
引
金
き
其
内
容
を
説
明
し
て
、
地
方
一
里
を
井
と
名
付
け
、
十
六
至
重
に
戎

馬
…
匹
、
牛
三
頭
を
出
し
、
六
十
四
井
か
ら
戎
馬
四
匹
、
兵
車
｝
乗
、
牛
十
こ
頭
、
三
士
三
人
、
卒
七
十
二
人
を
串
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

し
む
る
方
法
で
あ
る
と
述
べ
て
み
る
。
漢
代
の
人
頭
税
な
る
賦
は
、
實
は
斯
る
軍
賦
か
ら
登
達
し
た
に
蓮
ひ
な
い
。
果

し
て
然
ら
ば
賦
の
超
原
を
探
る
こ
と
は
、
兵
制
の
洛
革
を
度
外
親
し
て
は
鵠
來
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
嘗
て
古
代
の
兵
制
に
看
て
、
入
民
が
兵
役
に
服
す
る
際
に
、
其
武
器
は
官
給
な
り
し
や
、
自
書
な
り
し
や
に
就
て
論

議
さ
れ
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
官
給
説
は
顧
面
高
の
春
秋
大
事
無
憲
十
四
。
丘
甲
田
賦
論
で
あ
）
、
主
に
左
傳
を
引
い
て

　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
ゾ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
四
入
一



　
　
　
古
代
支
那
賦
税
輝
度
（
巾
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
四
入
二

　
　
　
　
㈲

謹
明
を
試
み
、
此
に
署
し
て
愈
正
製
は
癸
巳
軍
籍
憲
二
。
箆
矯
甲
義
に
診
て
、
左
傳
に
引
用
さ
れ
た
の
は
特
別
な
場
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
㈲

で
、
事
急
な
る
が
爲
に
官
が
給
し
だ
ま
で
や
、
人
民
の
黒
影
が
原
則
で
あ
る
と
し
、
信
書
の
費
誓
を
引
用
し
て
顧
説
を

駁
し
て
み
る
。
こ
の
問
題
は
兵
制
の
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
学
説
が
引
用
し
た
材
料
は
何
れ
も
根
捺
あ
る
も
の

で
一
概
に
他
を
特
例
だ
な
ど
と
片
付
け
ら
れ
な
い
。
併
し
考
へ
様
に
よ
っ
て
は
、
　
一
ロ
に
春
秋
時
代
と
い
っ
て
も
二
百

何
十
年
の
長
い
間
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
其
間
に
兵
制
に
も
墾
化
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
附
説
の
相
違
は
容
易
に

要
協
せ
し
め
得
る
も
の
と
思
ふ
。
古
代
兵
制
に
渇
す
る
材
料
は
概
ね
爾
説
の
中
に
網
羅
さ
れ
て
る
る
の
で
、
此
に
問
題

と
す
る
の
は
其
解
騨
に
就
て
や
あ
る
。

　
其
中
に
最
も
古
い
材
料
と
し
て
、
矢
張
、
六
書
餐
誓
を
探
還
し
よ
う
。
書
序
に
よ
れ
ば
之
は
魯
侯
伯
禽
が
曲
阜
に
封

せ
ら
れ
徐
夷
を
討
つ
爲
に
兵
を
會
し
た
時
の
軍
令
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
み
る
。
果
し
て
然
る
や
は
疑
問
で
あ
り
、
疑

問
と
す
れ
ば
時
代
の
比
定
も
出
営
な
く
な
る
・
諜
で
あ
る
が
馬
丁
そ
の
内
容
か
ら
見
て
、
之
が
最
も
古
い
兵
制
を
、
同
時

に
最
も
古
い
熟
々
組
織
を
示
し
て
み
る
瓢
に
甚
だ
興
昧
が
あ
る
の
で
、
賦
の
登
達
の
出
登
黙
と
し
て
採
用
す
る
次
第
で

あ
る
Q
籾
費
誓
の
本
文
は
次
の
如
く
二
段
に
分
っ
て
解
緯
を
試
み
た
い
◎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
『
第
一
段
』
公
田
。
嵯
。
人
Q
無
謹
聴
命
。
租
叢
潅
夷
徐
戎
野
蚕
。
善
敷
乃
甲
冑
Q
徽
白
干
。
無
敢
不
弔
。
備
乃
弓

　
　
矢
。
鍛
乃
薫
矛
。
鰯
乃
漆
器
。
無
敢
不
善
。
（
中
略
）
馬
牛
薫
風
。
臣
妾
蓮
逃
。
勿
男
望
逐
。
（
中
略
）
篇
馬
牛
Q
誘

　
　
臣
妾
。
汝
則
有
望
刑
。
模
写
。
我
惟
征
野
戎
、
峙
乃
襖
糧
。
無
論
不
逮
。
汝
則
有
大
刑
。

（90）
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『
第
二
段
』
魯
人
。
三
輪
三
途
。
峙
乃
槙
韓
。
甲
戊
。
我
惟
築
。
無
敢
不
供
。
汝
刻
有
無
書
意
爆
殺
。
魯
人
。
三
郊

　
　
三
途
。
峙
乃
舞
菱
。
無
敢
不
多
。
汝
則
有
大
刑
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
右
の
第
「
段
は
兵
器
・
糧
食
の
準
備
を
命
じ
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
平
調
手
を
軍
に
人
と
呼
び
、
之
は
営
営
・
馬
牛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
有
す
る
黙
か
ら
見
て
貴
族
で
あ
ら
う
。
第
こ
段
は
堂
堂
と
い
ふ
も
の
に
封
し
て
急
転
・
鴉
菱
の
調
達
を
命
じ
て
み
る

が
、
之
は
貴
族
で
は
な
く
て
顕
界
で
あ
る
と
見
え
る
。
貴
族
に
甥
し
て
は
「
徐
々
を
征
せ
ん
」
と
云
っ
て
從
軍
を
要
求
し

済
民
に
署
し
て
は
「
惟
れ
築
か
ん
」
と
云
っ
て
軍
な
る
力
役
を
命
じ
て
み
る
。
此
に
余
は
朧
氣
乍
ら
古
代
支
那
の
疵
會
組

織
を
見
得
る
や
う
に
思
ふ
。
此
に
は
貴
族
と
李
民
と
の
二
つ
の
階
級
に
別
れ
て
み
る
の
を
見
る
。
貴
族
は
印
ち
武
士
で

あ
っ
て
、
戦
孚
は
彼
等
の
職
務
で
あ
る
と
共
に
門
構
で
も
あ
る
。
彼
等
は
廣
き
土
地
を
所
有
し
、
臣
妾
即
ち
奴
隷
を
有
・

す
る
が
、
同
時
に
載
時
に
は
武
器
・
糧
食
を
自
辮
で
出
征
す
る
義
務
が
あ
る
。
雫
民
は
恐
ら
く
自
作
小
作
の
小
農
で
あ

り
、
緑
門
の
義
務
が
無
い
の
み
な
ら
す
、
寧
ろ
危
険
な
も
の
と
し
て
武
器
の
私
有
を
禁
ぜ
ら
れ
て
居
る
。
戦
時
に
は
輩

に
人
夫
と
し
て
力
役
を
課
せ
ら
れ
、
時
に
は
築
城
工
事
の
材
料
を
調
達
せ
し
め
ら
れ
る
。
斯
う
い
ふ
肚
會
業
態
は
西
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

の
歴
史
に
於
て
も
古
代
に
屡
々
現
れ
る
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
少
し
く
想
像
を
雑
へ
た
が
大
膿
右
の
や
う
な
暇
定
の
下
に
賦
と
い
ふ
文
字
の
総
立
に
遷
ら
う
。
賦
字
の
貝
篇
は
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
頭
税
と
な
っ
て
か
ら
附
け
加
へ
ら
れ
だ
も
の
で
、
軍
賦
の
三
昧
で
あ
っ
た
時
は
武
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
容
易

　
　
　
　
　
　
の
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
o

に
考
へ
ら
れ
る
。
劔
武
字
は
此
迄
普
通
に
は
左
傳
・
説
文
に
從
っ
て
、
犬
を
止
む
る
の
意
味
に
解
重
し
て
る
る
が
、
余

　
　
　
古
代
支
那
賦
税
捌
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
三
號
　
　
四
八
三
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古
代
支
那
賦
税
額
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
三
號
　
　
四
入
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
の
見
る
所
で
は
之
は
例
の
儒
家
的
な
牽
強
附
會
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
止
は
元
歌
足
跡
で
あ
り
、
足
跡
を
二
つ
重
ね
て
歩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

と
い
ふ
文
字
も
鵠
來
て
る
る
が
、
此
際
の
止
も
と
や
ま
る
意
昧
で
は
な
く
て
寧
ろ
歩
む
の
意
味
に
取
る
全
く
、
結
局
犬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
　
　
　

を
も
っ
て
行
く
の
が
武
の
原
義
で
あ
ら
う
。
歩
武
堂
々
な
ど
い
ふ
時
の
武
に
は
ど
う
し
て
も
歩
む
忍
辱
を
認
め
ね
ば
な

ら
澱
。
而
し
て
鼻
繋
が
貴
族
の
特
選
で
あ
っ
た
時
代
に
は
、
そ
の
貴
族
が
武
器
を
探
っ
て
出
征
す
る
こ
と
、
そ
の
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

昌
と
い
ふ
意
味
を
持
つ
た
で
あ
ら
う
。
之
に
關
逸
し
て
正
と
い
ふ
字
が
あ
る
。
之
は
一
と
止
と
の
合
文
で
あ
る
が
、
金
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
に
は
一
が
折
々
⑳
の
形
に
な
っ
て
み
る
。
武
字
と
違
ふ
の
は
犬
と
一
だ
け
で
あ
る
。
然
ら
ば
之
は
貴
族
が
犬
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
行
く
時
に
、
李
民
が
犬
に
あ
ら
諏
】
若
く
は
㊥
、
帥
ち
槙
絵
・
豹
養
を
持
っ
て
行
く
翌
翌
、
云
ひ
換
ふ
れ
ば
李
民
の

力
役
の
藻
を
現
し
た
の
で
は
あ
・
ま
い
か
譜
の
始
を
正
月
と
い
ふ
の
善
關
禁
あ
一
で
・
の
・
。
食
あ

力
役
を
課
す
る
の
は
冬
の
眞
中
、
農
事
の
最
も
閑
な
時
で
あ
る
Q
そ
こ
で
人
民
を
集
め
て
宮
殿
・
城
壁
な
ど
の
修
繕
を

行
つ
元
後
、
大
宴
會
で
も
開
い
て
絡
る
が
、
之
を
以
て
月
の
数
へ
初
め
に
し
た
も
の
で
あ
ら
う
Q

　
貴
族
と
李
民
と
の
階
級
、
そ
れ
に
從
っ
て
義
務
を
峻
別
す
る
こ
と
は
次
第
に
不
便
を
戚
す
る
こ
と
に
な
る
。
殊
に
頻

繁
に
仁
恩
が
行
は
れ
る
時
に
替
り
で
あ
る
Q
初
め
は
賎
し
き
者
と
し
て
蔑
め
た
李
民
も
長
く
同
一
の
魁
會
に
生
活
す
る

時
は
自
然
に
同
類
戚
情
が
生
じ
て
彼
等
の
地
位
の
向
上
を
認
む
る
と
共
に
、
危
急
に
際
し
て
其
援
助
を
求
め
ね
ば
な
ら

す
、
雫
民
の
側
に
於
て
も
、
最
初
は
征
服
者
た
る
貴
族
に
反
戚
を
有
せ
し
な
ら
ん
も
、
戦
爾
の
場
合
は
呉
越
同
舟
に
て

敗
戦
の
時
は
肖
分
達
も
亦
悲
惨
な
蓮
命
を
分
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
進
ん
で
助
力
を
惜
ま
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
此
に



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
よ
り
一
歩
進
ん
だ
役
と
い
ふ
も
の
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
虚
字
の
成
立
を
考
ふ
る
に
、
’
イ
は
行
の
牢
分
で
あ
る
が
相
愛
ら
す
行
く
を
意
思
し
、
隻
は
一
種
の
武
器
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働
　
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

薫
の
形
を
な
せ
る
、
木
で
造
っ
た
盤
面
で
あ
る
。
帥
ち
犬
は
戦
時
に
貴
族
の
持
つ
も
の
で
、
ハ
又
は
犬
を
も
て
漁
挙
民
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

持
つ
も
の
で
あ
る
。
武
と
役
と
は
殊
ど
同
楼
な
三
盛
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
階
級
的
な
涯
胴
が
あ
る
。
武
王
・
武
公
と
い

　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
　
　
　
　
．
　
　
。
　
　
　
　
　
　
　
　
均

ふ
識
は
あ
る
が
、
役
王
と
い
ふ
詮
は
な
い
。
武
夫
と
い
へ
ば
貴
族
で
あ
る
が
、
役
夫
と
い
へ
ば
二
者
で
あ
る
。
藤
秋
時

代
の
國
家
と
國
家
と
の
企
ま
ざ
る
戦
欝
は
次
第
に
李
民
を
し
て
多
く
度
々
載
場
に
立
た
し
む
る
磯
會
を
造
っ
た
。
而
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
初
め
は
隻
な
る
特
殊
の
兵
器
を
用
み
た
る
李
民
も
、
次
第
に
貴
族
と
同
心
な
る
夷
を
用
ひ
、
最
初
は
之
も
官
給
で
あ

っ
た
で
あ
ら
・
が
、
後
に
書
窓
も
毒
よ
王
難
逸
せ
し
め
お
る
－
に
馨
た
．
云
ひ
換
れ
ば
叢
の
響
働

　
　
　
　

し
た
る
賦
が
、
李
毘
に
も
及
ぼ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
る
兵
欄
の
権
化
は
、
主
と
し
て
春
秋
時
代
に
行

は
れ
た
も
の
、
如
く
、
次
の
如
き
記
事
が
左
傳
に
散
見
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
魯
僖
公
十
五
年
。
（
O
ホ
φ
ρ
）
晋
子
是
乎
Q
作
州
兵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
成
公
元
年
．
（
α
o
O
切
b
・
）
〔
魯
〕
作
丘
甲
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
　
昭
公
四
年
。
（
器
Q
。
b
d
曾
○
）
鄭
子
産
作
邸
賦
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薗

　
右
の
中
で
州
兵
の
州
は
聚
と
同
じ
く
、
丘
は
丘
民
な
ど
と
熟
し
て
、
三
民
の
部
落
を
指
す
。
州
兵
・
兵
甲
・
邸
工
み
な

同
一
の
意
味
で
、
李
民
を
し
℃
武
器
を
準
備
せ
し
め
た
こ
と
を
指
す
や
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
今
迄
の
貴
族
の
賦
に
醤
し

　
　
　
古
代
支
那
賦
税
髄
渡
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
四
入
門



　
　
　
古
代
支
那
賦
税
瀦
…
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
駕
κ
十
入
巻
　
第
三
｛
鷲
　
　
　
四
［
八
六

て
邸
賦
と
い
ひ
、
或
は
故
更
に
賦
と
い
ふ
丁
字
を
用
み
す
に
、
丘
甲
・
州
兵
と
名
付
け
た
。
魯
が
丘
甲
を
造
れ
る
事
情

は
城
宣
叔
が
齊
難
を
慮
っ
て
、
「
難
を
知
り
て
備
ふ
る
あ
ら
ば
、
以
て
解
く
督
し
」
と
云
っ
て
、
賦
を
修
め
て
機
場
し
、

守
備
を
具
へ
し
め
た
と
の
み
で
詳
細
は
分
ら
ぬ
が
、
翌
年
そ
の
お
蔭
で
晋
と
同
盟
し
て
、
齊
の
侵
入
を
撃
破
し
た
。
鄭

の
子
産
が
鰯
賦
を
作
っ
た
時
に
は
、
國
人
事
を
契
る
と
あ
る
の
み
で
事
惰
が
判
明
せ
諏
。
晋
が
州
兵
を
作
っ
た
の
は
、

是
よ
）
先
晋
の
悪
公
が
秦
と
載
っ
て
敗
れ
し
が
臣
下
を
責
め
す
し
て
、
反
っ
て
震
田
を
作
っ
て
臣
下
に
恩
を
施
し
た
の

で
、
臣
下
が
戚
激
し
て
、
「
征
繕
し
て
以
て
儒
子
〔
恵
公
の
子
懐
公
〕
を
輔
け
ん
。
群
臣
輯
睦
し
、
甲
兵
掌
上
多
か
ら
ば
、

我
に
好
き
者
は
勘
め
ら
れ
、
我
に
悪
き
者
は
催
れ
ん
○
」
と
云
っ
て
州
兵
を
作
っ
た
と
あ
る
。
要
す
る
に
欺
等
の
交
は
皆

軍
備
の
簗
を
藻
す
美
で
あ
軋
軍
備
の
平
張
集
民
の
兵
役
加
入
が
磐
姦
募
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
偶

ぬ
・
◎　

州
兵
．
丘
甲
を
作
っ
て
も
、
之
は
戦
時
に
狩
り
集
め
ら
れ
る
丈
で
、
李
時
か
ら
纒
っ
て
み
る
軍
隙
は
矢
張
貴
族
と
其

奴
隷
・
早
事
で
あ
っ
て
、
戦
時
に
も
之
が
中
堅
を
な
し
て
み
る
。
私
生
と
か
、
何
氏
之
甲
と
か
、
私
事
と
か
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

王
公
な
ら
ば
、
王
族
と
か
、
公
族
と
か
、
壁
貫
と
か
云
ふ
も
の
は
こ
れ
で
あ
ら
う
。

　
然
る
に
戦
索
の
頻
登
は
輩
に
里
民
の
虫
篭
軍
を
作
っ
た
丈
で
は
ま
だ
不
足
で
あ
る
。
此
に
第
二
段
の
兵
制
改
革
が
行

は
れ
る
。
そ
れ
は
李
民
の
中
の
頑
強
な
者
を
選
抜
し
て
立
時
か
ら
軍
務
に
服
せ
し
め
て
敷
練
を
行
ひ
、
有
力
な
常
備
軍

を
紅
織
す
る
こ
と
で
あ
る
o



　
左
傳
に
、

　
　
魯
僖
公
二
十
七
年
。
（
O
。
。
¢
。
じ
d
・
○
・
）
〔
晋
〕
作
三
軍
。

　
　
裏
公
十
　
一
年
。
（
澄
⑪
ゆ
．
ρ
）
〔
魯
〕
作
三
軍
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾

と
あ
る
記
事
は
、
斯
る
兵
制
の
獲
化
を
語
る
も
の
で
あ
ら
う
。
晋
で
は
臨
時
三
軍
を
作
っ
て
、
一
軍
に
一
人
宛
の
將
軍

を
お
い
だ
。
こ
の
將
軍
の
出
現
が
、
兵
制
の
上
に
重
大
な
意
味
を
持
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶

　
こ
れ
迄
軍
事
の
長
官
は
普
通
に
司
馬
と
よ
ば
れ
た
。
司
馬
は
賦
を
司
る
の
で
、
又
司
武
と
書
か
れ
た
例
も
あ
る
。
周

で
は
六
卿
の
一
に
司
馬
が
数
へ
ら
れ
、
楚
で
は
倉
ヂ
と
司
馬
が
相
並
ん
で
國
王
を
輔
佐
し
、
宋
に
も
司
馬
が
重
要
な
位

麗
を
占
め
て
み
る
。
然
る
に
將
軍
が
出
嘗
て
か
ら
、
實
樺
は
段
々
將
軍
に
移
っ
て
、
司
馬
が
反
っ
て
其
下
に
位
し
、
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

に
軍
律
を
行
ふ
司
法
官
の
如
き
役
に
な
っ
て
了
つ
た
。
晋
で
は
三
軍
の
將
が
最
も
甘
く
、
上
軍
の
將
・
下
軍
の
將
・
司
馬

と
い
ふ
順
に
な
る
。
晋
で
は
外
に
公
族
大
夫
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
、
貴
族
の
子
弟
師
ち
最
も
信
頼
す
べ
き
公
族
よ
り

な
れ
る
旗
本
の
指
揮
官
で
あ
る
が
、
二
軍
の
位
が
卿
で
あ
る
の
に
凝
し
、
一
段
低
い
大
夫
の
位
で
あ
る
。
晋
の
公
族
は

三
軍
の
外
に
別
に
一
軍
を
成
し
、
而
し
て
戦
時
に
は
中
毒
と
共
に
行
動
し
て
君
主
の
本
陣
を
固
め
る
の
で
、
屡
々
中
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

公
族
の
文
字
が
見
え
て
み
る
。
楚
で
は
之
に
相
當
す
る
も
の
を
中
軍
王
族
と
い
ふ
。
魯
で
は
別
に
公
族
の
軍
が
な
く
、

御
軍
の
中
に
混
入
し
て
み
だ
と
見
え
、
三
軍
を
作
っ
た
後
に
、
其
「
中
夏
を
舎
っ
」
と
い
ふ
記
事
が
あ
る
が
、
之
は
公
族

の
入
っ
て
み
る
近
衛
軍
を
取
り
潰
し
だ
と
見
え
る
。
魯
に
せ
よ
晋
に
せ
よ
、
三
軍
を
作
っ
て
常
任
の
將
軍
を
任
命
し
て

　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
岱
　
第
三
號
　
　
四
入
筆
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古
代
支
那
賦
税
鱗
雲
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
煕
入
船

か
ら
、
兵
構
が
將
軍
の
手
に
移
り
、
公
室
が
振
は
な
く
な
っ
て
、
晋
は
途
に
三
絶
に
分
割
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
か
ら
支
那
の
歴
史
は
戦
國
時
代
に
入
る
Q

　
韓
・
魏
・
趙
三
國
の
王
は
そ
の
前
身
が
勘
考
で
あ
り
、
國
王
と
な
っ
て
か
ら
も
、
そ
の
賂
事
た
る
性
質
を
失
は
な
か
っ

た
。
電
鍵
は
支
那
の
中
心
で
あ
っ
だ
か
ら
、
そ
の
や
り
方
を
眞
似
て
、
年
時
の
刻
國
の
王
は
何
れ
も
蔵
接
兵
椹
を
握
っ

て
、
申
央
蒼
古
を
計
っ
た
○
實
は
粛
軍
と
い
ふ
言
葉
は
春
秋
時
代
に
は
あ
ま
り
用
ゐ
ら
れ
す
、
「
軍
に
將
だ
り
」
と
い
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

句
は
屡
々
左
傳
に
見
ゆ
る
が
、
粛
軍
・
、
G
い
ふ
言
葉
は
唯
一
個
所
に
出
て
み
る
丈
で
、
寧
ろ
戦
國
時
代
に
入
っ
て
か
ら
將

軍
と
い
ふ
の
が
普
通
の
名
詞
に
な
っ
て
み
る
。
而
し
て
戦
國
時
代
の
將
軍
は
、
春
秋
時
代
の
將
軍
に
比
し
て
、
其
構
力

の
上
で
比
較
に
な
ら
澱
糧
微
弱
な
も
の
で
あ
っ
だ
。
そ
れ
は
春
秋
時
代
の
將
軍
は
同
時
に
貴
族
で
あ
る
の
に
慨
し
て
、

戦
國
の
蒋
軍
は
士
か
ら
撮
だ
も
の
に
由
る
。
此
に
士
な
る
階
級
の
登
生
に
就
て
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
士
と
い
ふ
養
母
は
元
來
男
子
と
い
ふ
意
味
に
過
ぎ
諏
ら
し
い
。
勿
論
貴
族
の
子
弟
を
指
す
。
貴
族
は
土
地
・
奴
隷
を

所
有
し
て
富
裕
で
あ
る
が
、
臆
．
て
子
孫
の
増
加
と
共
に
疏
遽
な
支
族
は
次
第
に
貧
困
に
陥
り
、
中
に
は
同
盟
國
な
ど
へ

戦
雫
の
援
助
に
赴
き
、
其
儘
給
地
に
緑
を
貰
っ
て
寄
食
す
る
者
も
出
塁
、
　
一
方
李
艮
の
中
よ
り
常
備
軍
に
探
用
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾

勲
功
を
立
て
る
と
貴
族
の
子
弟
と
同
等
な
待
遇
を
與
へ
ら
れ
る
。
斯
る
職
業
的
な
軍
人
を
一
般
に
士
と
呼
ぶ
や
う
に
な

っ
た
ら
し
い
。
彼
等
の
資
格
の
第
一
要
件
は
勿
論
武
術
、
殊
に
射
御
で
あ
る
が
、
其
後
に
次
第
に
新
し
い
修
養
が
要
求

さ
れ
て
來
だ
。
そ
は
學
問
で
あ
る
◎
段
々
総
髪
關
係
が
複
雑
と
な
る
に
つ
れ
て
、
同
盟
・
會
見
が
頻
繁
に
行
は
る
、
や

（96）



う
に
な
る
と
、
士
も
そ
の
禮
を
融
け
、
或
は
使
蔀
と
し
て
涙
遣
さ
れ
る
時
に
、
禮
儀
や
口
上
を
辮
へ
ぬ
と
思
は
ぬ
不
二

を
と
る
。
之
は
士
の
み
な
ら
す
、
上
流
の
卿
大
夫
と
て
も
同
檬
で
あ
る
。
魯
の
孟
籏
子
が
禮
を
知
ら
ぬ
で
困
っ
た
爲
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾

子
を
戒
め
て
孔
子
に
禮
を
習
は
し
め
た
と
い
ふ
話
が
あ
る
。
此
に
有
職
故
實
の
學
が
凝
達
し
た
。
而
し
て
斯
る
故
事
を

最
も
よ
く
知
れ
る
は
史
で
あ
り
、
孔
子
は
周
の
柱
下
の
史
老
聴
に
禮
を
學
ん
だ
と
あ
る
。
孔
子
が
魯
に
蹄
っ
て
の
職
業

は
禮
の
師
で
あ
り
、
同
時
に
弟
子
の
就
職
斡
旋
に
カ
め
た
。
凶
漁
に
於
て
は
後
に
出
つ
る
墨
子
・
孟
子
み
な
同
機
で
あ

0
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る
。
只
孔
子
の
偉
大
な
る
黙
は
そ
れ
が
禮
師
だ
る
に
止
ま
ら
す
、
學
問
に
野
し
て
新
し
い
理
想
を
與
へ
た
に
あ
る
。
之

は
直
接
關
係
の
な
い
事
な
の
で
詳
細
は
別
の
亭
主
に
護
る
こ
と
に
す
る
Q

斯
－
し
て
馨
し
た
士
の
位
置
は
低
い
。
そ
は
奮
篠
生
活
者
で
あ
・
か
ら
．
併
し
彼
等
は
男
を
以
て
其
位
働

置
を
獲
得
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
に
は
熟
練
な
戦
術
家
も
居
る
。
彼
等
は
屡
々
用
ゐ
ら
れ
て
將
軍
と
な
り
、
大
兵
を
握

っ
て
輸
顧
を
孚
ふ
が
、
翻
身
時
代
の
幕
軍
は
李
時
に
は
軍
隊
を
掌
握
せ
す
、
出
征
の
際
も
國
都
に
入
る
時
は
兵
を
解
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
物

て
惑
っ
た
も
の
で
あ
る
臼
彼
等
は
爵
を
與
へ
ら
れ
、
或
は
土
地
を
割
い
て
話
せ
ら
れ
る
が
其
地
位
は
極
め
て
不
安
定
な

も
の
で
、
春
秋
時
代
の
有
土
の
貴
族
に
比
す
べ
く
も
な
い
。

　
爵
の
意
味
も
春
秋
と
戦
國
で
は
大
分
異
っ
て
來
る
。
春
秋
時
代
の
爵
は
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
で
あ
っ
て
、
諸
侯
の
等
級

で
あ
る
し
然
る
に
戦
國
に
な
っ
て
か
ら
諸
國
が
夫
々
欝
を
定
め
、
君
主
よ
り
以
下
士
に
至
る
迄
の
階
級
を
意
昧
す
る
こ

と
と
な
つ
だ
。
就
中
秦
の
欝
は
漢
が
竹
叢
踏
襲
し
た
の
で
漢
書
百
官
公
卿
表
に
載
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、

　
　
　
古
代
丈
塾
図
挽
剃
度
（
串
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錐
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
四
八
九



　
　
　
古
代
支
那
賦
税
澗
度
ハ
中
）

　
　
公
士
　
　
上
造
　
　
・
讐
轟

　
　
官
大
夫
　
公
大
夫
　
　
公
乗

．
右
庶
長
　
左
更
　
　
　
中
更

　
　
大
上
造
　
駆
車
庶
長
　
大
庶
長

の
二
十
等
が
あ
り
、

不
三

五
大
夫

右
回

關
内
侯

大
夫

左
庶
長

少
上
造

徹
侯

第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
四
九
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
之
は
當
時
中
原
に
行
は
れ
た
欝
の
制
度
を
輸
入
せ
る
も
の
ら
し
く
、
諸
國
の
欝
名
の
断
片
的
に
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
3

れ
る
も
の
と
吻
合
す
る
も
の
が
少
く
な
い
。
秦
の
爵
名
の
意
昧
は
よ
く
分
ら
漁
が
、
士
・
庶
長
・
大
夫
な
ど
の
名
が
あ
奴
、

之
は
反
っ
て
古
代
の
五
等
の
階
級
、
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
・
庶
民
の
別
ち
に
癒
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「
欝
天
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

た
り
。
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
も
出
來
て
貞
天
子
か
ら
庶
民
に
至
る
迄
の
凡
て
の
階
級
が
爵
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ

把
の
で
あ
る
の
こ
の
考
は
法
家
の
思
想
と
關
係
あ
う
、
法
家
と
は
要
す
る
に
斯
の
如
き
階
級
制
度
を
設
け
て
お
い
て
、

貴
族
も
士
も
庶
民
も
皆
こ
の
並
刻
の
中
に
位
置
を
與
へ
、
彼
等
の
成
績
如
何
に
よ
っ
て
、
寸
毫
も
手
心
を
加
へ
す
に
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

絃
賞
罰
す
べ
き
こ
と
を
唱
へ
る
も
の
で
あ
る
　
儒
激
に
於
て
は
未
だ
貴
戚
の
卿
の
権
利
を
認
め
て
み
る
が
、
法
家
は
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

を
認
め
ぬ
黙
が
蓮
っ
て
み
る
。

　
戦
國
に
於
け
る
有
畜
の
封
潜
の
位
置
も
春
秋
時
代
の
そ
れ
に
比
し
て
著
し
一
不
安
定
で
あ
る
。
之
は
兵
構
を
中
央
に

握
ら
れ
て
、
若
干
の
食
客
・
從
僕
の
外
に
私
兵
を
有
す
る
こ
と
が
藁
縄
な
く
な
っ
た
爲
で
あ
る
9
之
を
説
明
す
る
爲
に

は
再
び
本
論
に
立
戻
っ
て
賦
の
墾
化
を
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
澱
。
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春
秋
時
代
、
貴
族
の
賦
を
里
民
に
及
ぼ
し
て
、
州
兵
・
丘
甲
を
作
っ
た
の
は
李
民
の
待
遇
を
向
上
し
た
と
共
に
其
負

捲
を
増
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
よ
り
李
民
は
兵
役
の
上
に
、
武
器
調
達
の
負
軍
が
加
は
つ
た
。
再
び
改
め
て
常
備
軍
を

　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

編
成
し
た
時
、
そ
の
費
用
は
何
庭
か
ら
捻
出
し
た
で
あ
ら
う
か
、
恐
ら
く
常
備
軍
の
編
成
に
よ
つ
て
一
般
人
民
に
は
兵

役
を
免
除
す
る
と
い
ふ
約
束
の
下
に
、
こ
れ
迄
の
自
分
の
爲
の
武
器
調
達
の
費
用
を
見
積
っ
て
、
之
を
賦
と
名
付
け
て

徴
牧
し
た
の
で
あ
ら
う
。
元
來
は
兵
役
免
除
の
意
味
で
あ
る
か
ら
人
頭
税
的
に
、
頭
割
に
徴
牧
．
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、

貧
富
の
懸
隔
は
、
斯
る
方
法
で
は
賦
の
徴
牧
を
不
可
能
に
す
る
。
そ
こ
で
改
め
て
貧
富
に
癒
じ
て
、
土
地
の
所
有
額
に

比
例
し
て
課
税
す
る
。
結
局
之
は
田
租
の
増
徴
に
等
し
い
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。

嚢
及
左
傳
の
　
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
　
魯
哀
公
十
二
年
。
（
劇
。
。
も
。
】
w
φ
）
用
田
賦
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

な
る
証
事
は
此
闘
の
消
息
を
洩
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
然
ら
ば
準
民
は
田
租
の
増
額
に
よ
っ
て
永
久
に
兵
役
か
ら
免
除
さ
れ
た
か
と
い
ふ
に
薄
々
左
標
に
は
墾
ら
譲
。
戦
國

時
代
に
λ
つ
て
か
ち
盆
」
々
職
孚
は
多
く
な
る
の
で
、
必
要
に
際
し
て
は
何
度
も
徴
登
さ
れ
、
轡
型
さ
れ
澱
者
は
其
代
償

と
し
．
て
金
銭
を
納
め
、
臆
て
此
が
叉
入
民
一
般
の
新
税
と
な
っ
て
賦
敷
と
呼
ば
れ
る
人
頭
税
と
な
っ
て
壁
代
に
及
ん
で

．
画
㈹

ゐ
備
。
之
は
支
那
の
税
制
が
後
世
に
な
っ
て
も
屡
々
繰
返
す
逞
路
で
あ
る
。
漢
代
の
緯
距
に
は
國
境
警
備
の
義
務
が
課

　
　
　
　
　
　
画

せ
ら
れ
て
居
た
が
、
之
は
秦
の
長
城
之
役
に
當
り
、
戦
國
時
代
の
齊
・
魏
・
趙
・
燕
其
他
の
諸
國
に
も
長
城
が
あ
っ
た
こ

　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
四
九
＝



　
　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
立
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巻
　
第
三
醗
　
　
四
九
二

と
を
考
へ
る
と
、
其
起
原
は
戦
國
時
代
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　
戦
國
時
代
に
は
漸
〈
郡
縣
制
度
が
用
ゐ
ら
れ
て
中
央
集
権
に
傾
い
て
掌
る
が
、
將
軍
や
貴
嬢
な
ど
の
重
要
な
人
物
は

矢
張
士
地
を
與
へ
ら
れ
て
単
管
と
い
ふ
も
の
に
な
っ
て
み
る
。
然
る
に
こ
の
仁
君
は
其
土
地
の
租
税
を
私
に
用
ふ
る
こ

と
を
得
る
丈
で
、
賦
激
は
中
央
に
途
っ
て
軍
隊
に
供
給
し
．
之
を
以
て
自
ら
私
兵
を
養
ふ
こ
と
は
出
來
な
か
っ
た
や
う

で
あ
る
。
か
の
四
君
の
如
シ
・
・
も
、
中
央
に
あ
っ
て
政
擢
を
握
っ
て
こ
そ
、
雌
牛
の
尊
を
も
蔽
ふ
威
光
を
心
す
が
、
　
一
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

失
脚
し
て
は
、
中
央
の
保
護
に
依
っ
て
の
み
辛
う
じ
て
封
君
の
地
位
丈
を
維
持
す
る
こ
と
が
出
車
る
。
魯
の
三
桓
が
自

己
の
墨
汁
に
よ
っ
て
、
之
を
根
篠
と
し
、
進
ん
で
は
魯
國
の
政
樺
を
専
に
し
、
退
い
て
は
魯
に
樹
し
て
一
敵
國
の
槻
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡

呈
し
旋
の
と
同
日
に
語
る
堆
き
で
な
い
．
、
臨
こ
の
封
君
が
租
税
だ
け
を
私
す
る
こ
と
が
掲
來
る
制
度
は
又
秦
漢
に
至
っ
て

　
　
餌

み
る
。
秦
漢
の
中
央
集
権
は
既
に
七
國
時
代
に
各
國
の
内
層
、
に
於
て
實
施
さ
れ
、
事
塁
上
の
毒
中
制
度
と
な
っ
て
み
た

の
を
、
秦
の
始
皇
帝
が
七
國
の
國
．
境
を
撒
嬉
し
た
に
過
ぎ
ず
、
漢
初
の
封
建
は
實
に
春
秋
時
代
の
封
建
で
な
く
、
七
國

の
難
境
の
如
き
も
の
を
設
け
て
、
郡
縣
を
涯
分
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
臨
時
的
な
こ
の
國
境
も
景
帝
・
武
帝
の
頃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圃

に
至
っ
て
取
除
か
れ
て
、
秦
の
始
皇
帝
の
理
想
が
實
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
し

　
　
　
註

　
1
＞
軍
馬
に
就
て
は
，
王
胸
章
、
腿
骨
軍
賦
説
が
呈
聖
経
解
巻
四
三
五
乃
至
四
三
八
に
憾
め
ら
れ
て
る
る
。
周
禮
を
中
心
と
す
る
鮎
に

　
　
於
て
余
と
意
兄
が
蓮
．
舜
か
，
古
書
孤
見
え
極
る
諸
詮
を
博
6
1
し
て
あ
、
つ
て
便
利
で
あ
る
。

（　loe　）



（
2
）
加
藤
博
士
。
算
賦
に
つ
い
て
の
小
研
究
。
（
史
林
第
四
巻
第
四
號
）
参
照
。

（
3
）
顧
棟
高
。
邸
甲
田
置
薬
の
大
要
り
左
正
身
公
十
一
年
。
郷
蕪
公
譲
許
。
五
月
甲
立
。
授
兵
於
大
宮
。
公
孫
関
與
頴
孝
淑
雫
車
。
と

　
あ
れ
ば
兵
車
は
官
よ
り
出
つ
る
を
知
る
。
閨
公
二
年
。
衛
整
公
優
物
。
國
影
面
甲
者
。
皆
日
心
慮
。
昭
公
十
八
年
。
〔
；
〕
火
之
作
也
。

　
子
産
授
章
登
降
。
蕪
公
四
年
。
翌
夜
王
。
荊
P
京
師
子
焉
。
以
伐
随
。
と
あ
れ
ば
甲
侯
兵
器
は
皆
官
よ
り
出
つ
る
を
知
る
。
叉
周
武

　
モ
が
般
を
罰
っ
て
後
、
編
馬
華
山
之
陽
。
放
逸
桃
林
三
野
と
云
ひ
、
牛
馬
を
畏
問
に
蹄
す
と
は
云
は
ぬ
か
ら
牛
馬
も
亦
公
よ
り
出
つ

　
る
を
知
ろ
。
詩
経
な
ど
に
征
戦
の
苦
を
歌
っ
て
も
、
身
艦
の
勢
苦
を
云
ふ
丈
で
、
車
馬
兵
器
を
供
給
す
ろ
の
苦
を
云
は
ぬ
、
事
實
井

　
田
法
が
行
は
れ
て
其
以
外
に
馬
を
養
ふ
牧
地
を
有
し
な
い
か
ら
、
人
民
は
只
身
腱
丈
が
從
軍
す
る
の
で
あ
る
云
云
。

（
4
）
愈
縁
取
。
作
郎
甲
義
の
大
要
。
左
傳
に
兵
を
融
く
の
記
事
あ
る
は
何
れ
も
事
の
急
な
る
場
合
で
特
例
で
あ
る
。
特
例
で
あ
れ
ば
こ

　
そ
左
傳
が
特
に
記
し
た
の
だ
。
秦
始
皇
が
天
下
の
兵
を
牧
め
て
威
陽
に
途
り
鐘
鍼
金
入
十
二
を
造
っ
た
と
い
ふ
の
は
民
間
の
兵
の
こ

　
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
漢
代
に
は
家
不
藏
甲
。
兵
器
不
鷲
於
市
の
説
が
あ
り
、
潭
書
刑
法
志
に
は
、
周
田
兵
車
一
乗
。
干
黄
備
具
。
と

　
あ
り
、
況
や
倫
書
費
智
の
明
文
あ
る
を
や
。
只
政
府
に
は
政
府
の
宮
馬
・
官
武
器
が
あ
っ
た
。
近
く
は
唐
の
制
度
を
見
て
も
知
れ
る

　
で
は
な
い
か
。
云
云
。
按
ず
る
に
旬
氏
が
唐
子
と
云
へ
る
は
、
丈
獣
通
事
一
五
一
。
兵
考
に
、
窟
の
府
兵
の
制
度
に
つ
き
、
十
入
爲

　
火
②
火
難
火
。
火
備
六
駄
馬
。
凡
火
具
鳥
石
幕
・
鐵
馬
孟
・
布
槽
・
錨
・
鍍
・
馨
・
碓
・
荷
斧
・
鉗
・
鋸
皆
一
。
甲
林
二
・
鎌
二
。
今
中
略
）
人
具

　
弓
一
。
矢
三
十
。
胡
籐
・
横
刀
・
黒
石
へ
中
略
）
皆
一
。
姿
飯
九
平
。
米
二
斗
。
皆
自
備
。
云
云
と
云
へ
る
を
指
す
。

（
5
）
無
窮
刑
土
嚢
。
普
通
に
瞳
孔
傳
。
刑
者
非
｝
也
。
然
無
籍
殺
汝
。
に
從
っ
て
、
汝
一
入
の
み
な
ら
す
、
妻
子
迄
も
蓮
坐
せ
し
め
て

　
殺
に
非
ざ
る
刑
を
加
へ
ん
，
と
①
意
味
に
解
す
る
が
之
は
如
何
で
あ
ら
う
か
。
思
ふ
に
之
は
無
餓
刑
と
非
と
殺
と
三
種
類
刑
で
あ
ら

　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
谷
　
第
三
號
　
　
四
九
三
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古
代
支
那
賦
税
鋼
度
（
申
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
箪
鞭
　
　
四
九
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ロ
リ
　
　

　
」
、
）
。
此
慮
の
孔
頴
蓬
疏
に
引
け
る
鄭
玄
の
註
に
は
誰
奴
其
妻
子
。
筆
画
其
種
類
と
あ
る
が
、
無
難
と
は
子
孫
を
残
さ
ぬ
意
味
で
あ
ら

　
う
か
。
然
ら
ば
即
ち
宮
刑
で
あ
ら
う
。
非
は
剥
、
郎
ち
溺
な
る
画
く
、
殺
は
無
論
大
々
で
あ
る
。

へ
6
）
漂
帝
廟
博
士
。
ギ
リ
シ
ャ
史
に
於
け
る
傭
兵
の
問
題
、
（
史
學
維
誌
第
四
＋
三
編
第
＋
一
號
）
参
照
。
希
初
期
の
布
民
は
貴
族
と
見

　
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　

（
7
）
賦
と
武
に
就
て
、
軍
賦
は
司
馬
の
官
の
司
る
所
で
あ
っ
た
。
左
上
。
養
田
四
年
。
孟
献
子
日
。
（
中
略
）
鄙
無
賦
於
司
馬
、
と
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
叉
司
馬
を
時
に
司
武
と
書
く
。
嚢
公
六
年
。
〔
宋
〕
子
蕩
怒
。
以
弓
桔
華
弱
三
朝
。
笹
薮
見
之
，
日
。
切
付
而
而
総
身
朝
。
難
以
勝
突
。

　
瀕
〕
の
草
々
は
海
賦
の
意
味
で
あ
ら
う
。
序
な
が
ら
管
子
に
乗
馬
篇
あ
り
。
之
は
梁
賦
の
意
味
で
，
馬
・
賦
は
も
と
通
膏
で
あ
っ
た
か

　
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
む

（
8
）
正
字
に
就
て
。
正
が
力
役
を
示
す
故
に
、
力
役
に
服
す
る
壮
丁
を
正
人
と
云
ふ
。
愛
子
。
翁
島
第
七
十
二
。
表
布
之
國
。
開
口
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
歯
舌
．
、
（
中
略
）
正
人
百
萬
也
。
之
に
伴
っ
て
政
役
（
管
子
。
小
匡
第
二
十
〇
）
正
忌
（
管
子
。
揆
度
毎
七
十
八
Q
輕
重
甲
第
八
十
。
）
な
ど

　
の
文
字
も
生
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
9
）
憂
に
就
て
弓
詩
経
、
衛
風
伯
分
。
伯
也
執
奨
。
庸
王
前
駆
。
衆
悪
，
紫
長
丈
二
而
毒
刃
。
准
南
子
。
齊
俗
訓
。
摺
笏
杖
奨
。
高
誘

　
　
　
　
　
　
む

　
註
。
奨
木
杖
也
。
と
あ
り
、
無
刃
と
い
ひ
木
杖
と
い
ふ
の
は
兀
來
、
金
周
の
少
い
時
代
の
竹
槍
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

　
木
偏
を
つ
け
て
投
と
い
ふ
宇
も
出
來
て
る
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
0
）
武
と
役
。
詩
周
章
。
言
置
。
越
赴
武
夫
。
公
侯
干
城
。
左
傳
。
王
公
元
年
。
呼
。
役
夫
。
宜
君
王
之
黙
殺
汝
而
立
職
也
。
な
ど
の

　
用
例
あ
り
。
孟
チ
。
萬
章
下
。
庶
人
召
之
役
、
則
往
役
。
と
あ
り
て
そ
れ
が
庶
人
の
義
務
な
る
こ
と
を
云
っ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳴

（　lo．o　）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

（
1
1
）
州
兵
の
州
。
國
語
．
齊
語
。
群
葦
而
州
塵
。
誰
註
。
州
聚
也
。
と
あ
り
。
（
章
註
は
江
遠
孫
考
異
の
定
む
る
所
に
よ
る
。
）

（
1
2
）
左
傳
に
見
え
た
る
旗
本
の
軍
の
異
名
。
晋
の
中
軍
公
族
。
（
僖
公
二
十
八
年
）
。
楚
の
幕
電
。
（
文
公
元
年
）
。
楚
の
中
庸
王
族
。
（
成

　
公
＋
六
年
）
。
魯
の
季
氏
壁
心
，
（
哀
公
＋
一
年
）
。
魯
の
微
虎
の
私
騰
。
（
哀
公
八
年
）
。
楚
の
子
彊
の
私
卒
。
（
尊
公
二
十
五
年
）
。

（
1
3
）
晋
の
軍
。
晋
は
三
軍
を
造
る
以
前
、
　
｝
軍
，
二
軍
を
も
つ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
左
傳
。
荘
公
十
六
年
。
借
書
號
公
。
命
曲
沃
伯
。

　
以
一
軍
爲
寄
倒
。
関
公
元
年
。
溶
血
作
二
軍
。
公
將
上
軍
。
太
子
申
生
憎
下
野
。
併
し
之
は
州
兵
を
造
る
以
前
な
れ
ば
貴
族
だ
け
の

　
軍
で
あ
ら
り
。
三
軍
を
作
っ
て
か
ら
後
軍
軍
と
し
た
こ
と
も
め
る
。
顧
棟
高
。
春
秋
大
事
表
。
巻
二
十
二
。
晋
中
事
表
。
参
照
。

（
1
4
）
註
7
参
照
。

（
5
重
）
司
馬
に
就
て
。
宋
に
司
馬
あ
り
、
左
傳
隙
公
三
牛
。
宋
穆
公
疾
、
召
大
司
馬
孔
父
同
心
勲
爵
。
と
あ
る
大
司
馬
は
最
高
の
輔
相
な

　
る
が
如
く
，
裏
公
二
十
五
年
に
は
、
楚
の
薦
掩
が
湖
馬
と
な
り
賦
の
制
度
を
完
備
し
た
る
由
見
ゆ
。
然
る
に
晋
に
て
は
僖
公
二
十
七

　
年
、
三
軍
を
作
り
將
軍
を
任
命
し
た
る
後
、
司
馬
は
其
下
に
位
せ
り
。
黒
門
僖
公
二
十
八
年
。
〔
晋
〕
那
描
薫
蒸
。
司
馬
殺
之
。
獄
狗

　
予
諸
侯
。
と
あ
り
、
軍
に
軍
律
を
行
ふ
司
法
官
に
過
ぎ
ぬ
も
の
・
如
く
で
あ
る
。
之
は
希
臓
の
歴
史
に
於
け
る
ω
豪
勢
σ
Q
房
（
將
軍
）

　
の
出
現
と
＞
8
ぎ
β
の
失
椹
と
に
比
較
し
て
考
ふ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
1
7
）
左
傳
に
見
え
し
鼻
声
。
昭
公
二
十
八
年
。
∩
魏
二
大
夫
謂
〕
自
答
日
。
鴛
將
軍
食
之
而
有
不
足
、
是
以
露
点
。
杜
註
。
魏
子
中
軍
帥
。

　
故
習
之
將
軍
。
と
あ
り
、
左
傅
に
は
あ
ま
り
多
く
出
ぬ
文
字
故
、
杜
預
が
註
を
つ
け
て
み
る
。
然
る
に
國
語
に
は
韻
語
四
に
、
晋
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
鄭
を
伐
ち
し
時
、
郷
の
叔
騰
が
晋
に
謝
し
て
晋
軍
を
退
か
し
め
た
の
で
、
聖
人
が
淑
磨
を
以
て
將
軍
と
し
た
と
あ
り
。
こ
の
年
代
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
左
脚
に
よ
れ
ば
魯
僖
公
三
十
年
の
こ
と
ら
し
く
，
鄭
の
子
産
が
蒼
黒
を
作
り
し
ょ
り
も
蓬
か
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
司
馬
か

　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
三
號
　
　
四
九
五

（　103　）



　
　
あ
百
一
代
支
那
㎜
賦
税
襯
繊
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
［
十
入
巻
　
第
三
號
　
　
　
四
九
山
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
何
か
の
官
職
を
「
既
に
背
に
あ
る
將
軍
の
名
で
代
用
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

へ
B
）
こ
の
鮎
に
覧
て
は
マ
ス
ペ
ロ
氏
の
考
よ
り
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
多
し
。
蜜
p
壱
。
δ
　
H
ρ
Ω
首
Φ
手
工
β
賃
ρ
一
㊤
導
●
や
一
G
。
⑦
滲
照
。

（
1
9
）
魯
の
霊
僖
子
が
子
を
戒
め
て
孔
子
に
つ
き
て
禮
を
習
は
し
め
た
る
こ
と
は
左
傳
昭
公
七
年
。
及
び
史
記
孔
子
世
家
に
見
ゆ
。

（
2
0
）
學
問
は
李
民
が
就
職
し
て
士
と
な
る
爲
の
修
養
で
あ
っ
た
。
韓
非
子
。
外
要
説
左
上
第
三
十
。
王
登
黒
歯
牟
令
。
上
言
於
裏
主
日
。

　
中
牟
有
士
。
日
中
章
・
晋
尊
者
。
其
身
甚
修
。
其
墨
摺
博
。
君
何
不
掘
・
之
。
圭
日
。
子
雷
管
。
我
將
書
中
大
夫
、
（
中
略
）
王
登
一
日

　
而
見
二
中
大
夫
。
退
学
田
無
．
中
牟
尊
人
。
棄
其
田
騒
。
賞
詔
書
國
、
而
随
文
全
学
。
邑
之
牟
突
。
之
に
よ
れ
ば
田
転
の
人
も
學
ん

　
で
士
と
な
り
得
る
。
荷
子
。
大
略
。
子
簸
・
塘
路
、
故
鄙
人
也
。
被
文
學
。
服
忌
護
。
爲
天
下
列
士
。
と
あ
り
，
そ
れ
で
論
語
に
も
屡

　
々
弟
子
が
緑
を
問
う
て
居
り
、
同
時
に
諸
侯
は
弟
子
の
人
物
を
尋
ね
て
み
る
。
孔
子
は
教
育
家
な
る
と
同
時
に
就
職
の
斡
旋
を
し
た
。

　
さ
れ
ば
仕
へ
て
士
と
な
っ
た
者
は
埋
れ
も
其
筈
派
の
名
籍
を
落
さ
ざ
ら
ん
が
爲
に
節
を
営
み
、
所
謂
墨
ぶ
所
に
員
か
ざ
ら
ん
と
努
め

　
た
。
こ
ω
鮎
墨
子
な
ど
も
同
襟
で
あ
る
。
墨
子
。
公
孟
。
下
墨
子
日
。
姑
學
乎
。
聖
霊
仕
子
。
と
い
ふ
話
あ
り
、
叉
魯
問
篇
。
魯
人

　
有
因
子
墨
子
而
學
其
子
者
、
其
子
戦
墜
死
。
其
父
譲
子
墨
子
。
露
華
†
日
。
無
欲
學
子
之
子
。
今
學
成
業
。
職
而
死
。
而
子
艦
。
猫

　
欲
羅
羅
讐
期
盤
也
。
特
に
墨
家
が
如
鰐
に
其
異
派
の
三
男
を
重
ん
じ
た
る
か
は
、
呂
氏
春
秋
。
離
俗
魔
第
七
、
に
次
の
如
き
話
あ
り
。

　
墨
者
孟
勝
、
鋼
の
陽
城
町
の
爲
に
飾
に
死
せ
ん
と
丁
。
弟
乎
徐
崩
。
諫
孟
勝
日
。
死
而
有
理
陽
城
君
。
死
認
可
突
。
無
盆
也
。
而
絶

　
墨
者
警
世
。
不
可
。
孟
寧
日
。
超
然
。
吾
於
陽
旗
君
也
。
非
師
則
友
也
。
非
友
則
華
墨
。
不
死
。
自
今
以
來
。
求
業
師
必
不
於
墨
者

　
突
。
求
賢
友
必
不
於
墨
者
突
。
求
良
臣
必
不
於
墨
肴
実
。
死
之
所
以
行
墨
樗
之
義
。
而
縫
帯
業
者
也
。
（
中
略
）
流
勝
軍
。
弟
子
死
之

　
者
。
、
百
八
十
三
人
置
孟
子
の
頃
に
至
り
、
斯
る
私
立
學
校
が
繁
製
し
て
後
車
撒
三
乗
。
…
從
者
撒
傘
入
。
以
傳
食
於
諸
侯
。
（
孟
子
。
縢

（le4．）



　
文
公
下
○
）
と
い
ふ
款
況
に
な
っ
た
。

（
2
1
）
東
洋
史
上
に
於
け
る
孔
子
の
位
置
。
孔
子
は
始
め
て
斜
面
に
理
想
を
與
へ
た
入
で
あ
る
。
伎
術
の
學
問
を
、
有
職
滑
沢
艘
式
の
學
問

　
を
、
將
叉
就
職
の
學
間
を
し
て
、
入
洛
陶
冶
の
學
問
、
墨
画
の
爲
の
嵩
置
た
ら
し
め
た
。
此
に
彼
が
歴
史
上
に
持
つ
重
大
な
る
意
義

　
が
あ
る
。
試
に
論
語
の
左
の
諸
例
を
味
ふ
な
ら
ば
容
易
に
彼
の
尋
問
に
封
ず
る
態
度
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
雍
也
第
六
。
哀
公
問
。
弟
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
敦
爲
好
畢
α
孔
子
平
日
。
有
顔
回
者
。
宅
療
。
不
二
怒
。
不
二
過
。
乃
ち
此
で
は
學
の
内
容
を
以
て
不
遷
怒
。
不
球
過
と
し
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
學
而
第
一
。
子
夏
日
。
事
父
母
能
端
其
力
。
事
君
能
致
其
身
。
與
朋
友
暴
言
颪
有
信
。
唇
歯
未
學
。
書
証
謂
之
歯
面
。
之
は
子
夏
の

・
言
な
る
が
同
時
に
孔
子
の
態
度
を
よ
く
言
ひ
表
せ
り
。
當
時
の
人
の
所
謂
墨
問
と
孔
門
の
學
問
の
内
容
は
甚
だ
異
っ
て
み
た
の
で
あ

　
る
。
織
問
第
＋
四
、
子
日
。
古
之
密
雲
爲
己
。
今
之
二
者
麗
人
．
．
此
に
い
ふ
今
之
盛
者
と
は
百
千
の
世
俗
を
指
し
、
古
之
學
者
と
は

　
我
窯
の
理
想
と
す
る
所
で
あ
る
．
己
の
爲
と
は
入
格
陶
冶
で
あ
り
、
人
の
爲
と
は
伎
二
才
藝
で
あ
る
。
孔
子
の
指
間
に
就
て
は
詳
細

　
は
別
の
機
會
に
譲
る
。

（
2
2
）
戦
國
の
心
裏
は
都
に
露
る
に
兵
を
解
く
が
通
例
で
あ
る
。
職
蛍
池
。
痛
罵
。
に
孫
子
が
田
忌
に
ク
ー
デ
タ
ー
を
…
勧
め
て
，
將
軍
無

　
解
兵
而
入
籍
。
と
云
っ
て
み
る
の
で
分
る
。
之
は
同
時
に
將
相
分
離
を
意
味
す
る
も
の
で
、
戦
馬
策
に
、
趙
策
。
五
伯
之
所
以
致
天

　
下
者
。
約
藁
玄
能
瀬
頭
。
無
令
臣
纒
着
主
。
故
猛
毒
列
侯
者
。
不
令
雀
相
取
つ
自
贈
爵
以
上
。
不
儒
近
大
夫
。
と
あ
の
五
覇
と
い
ふ

　
が
實
は
戦
國
時
代
の
實
献
を
云
ふ
て
る
る
の
で
あ
る
。

（
2
3
）
戦
國
時
代
諸
侯
の
爵
。
蒋
子
女
名
篇
。
後
王
二
成
名
。
刑
名
從
商
。
雷
名
從
澗
。
と
あ
り
乍
ら
、
實
際
に
は
、
彊
二
塁
。
群
臣
享

　
其
功
。
士
大
夫
産
痛
。
と
見
え
て
爵
が
士
大
夫
の
も
の
と
な
っ
て
み
る
。
戦
士
策
。
下
策
。
に
は
通
侯
・
執
珪
・
五
大
夫
の
名
見
え
、

　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
四
九
七
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古
代
支
那
賦
税
零
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巻
　
第
三
號
　
　
四
九
入

　
魏
策
に
は
關
内
侯
・
五
大
夫
。
趙
策
に
は
吏
大
夫
。
別
に
諸
吏
絶
望
欝
三
級
。
の
伺
あ
り
。

（
2
4
）
爵
天
子
ρ
こ
の
語
は
呂
氏
春
秋
。
孟
春
紀
第
一
に
見
ゆ
。

ハ
2
5
）
法
家
の
爵
。
法
家
の
考
は
人
材
に
よ
り
爵
位
を
與
ふ
可
き
を
唱
ふ
。
韓
．
非
子
，
顯
學
第
四
十
八
。
故
明
主
藩
吏
。
宰
柑
必
起
於
州

　
部
。
猛
將
必
嚢
卒
伍
．
か
』
る
形
勢
は
已
に
墨
子
に
も
。
法
曽
第
四
。
錐
至
士
人
之
爲
將
相
者
．
正
誤
法
。
と
あ
っ
て
士
入
が
蒋
相

　
乏
な
り
得
る
こ
と
を
説
い
て
み
る
。
斯
く
朝
廷
の
宮
島
を
一
列
に
爵
の
中
に
宛
搾
め
て
，
法
律
上
認
む
る
階
級
は
こ
れ
以
外
に
な
く

　
貴
族
も
士
も
皆
こ
の
中
に
才
能
に
慮
じ
て
或
る
地
位
を
與
へ
る
。
功
あ
れ
ば
進
め
罪
あ
れ
ば
退
け
る
。
あ
ま
り
雷
の
進
み
た
る
者
は

　
實
構
を
與
へ
す
に
成
る
響
く
下
位
の
者
に
勤
勢
を
拗
め
る
等
の
高
等
政
策
も
探
る
。
こ
れ
が
法
家
の
思
想
で
あ
っ
て
商
鞍
が
秦
に
入

　
つ
て
極
端
に
嚴
格
に
此
法
を
行
は
ん
と
し
た
の
で
、
世
襲
貴
族
の
反
封
に
よ
つ
て
自
身
車
裂
さ
れ
る
と
い
ふ
鷹
峯
に
隠
っ
た
の
は
有

　
名
な
話
で
あ
る
。

（
2
6
）
儒
家
の
貴
戚
の
卿
。
孟
子
萬
章
章
句
下
。
有
貴
戚
之
卿
。
有
異
姓
之
卿
。
（
中
略
。
貴
戚
生
母
。
）
君
有
大
過
則
諌
。
反
覆
之
而
不
聴
。

　
則
易
位
。
（
中
略
。
異
姓
之
卿
。
）
翁
有
過
則
諫
。
反
覆
之
而
不
起
則
去
Q

（
2
7
）
戦
國
時
代
常
備
軍
は
俸
緑
・
兵
器
を
官
給
さ
れ
た
。
戦
国
策
。
秦
策
。
今
寡
人
〔
昭
嚢
王
〕
息
民
以
養
士
。
蓄
積
糧
食
。
三
軍
之
奉
。

　
有
倍
於
前
。
愚
策
。
甲
兵
之
具
。
冠
辞
所
轄
〔
横
田
惟
孝
本
に
よ
り
私
を
給
と
改
む
〕
出
置
。
之
を
探
興
す
る
に
は
嚴
重
な
試
験
が
あ

　
る
。
荷
子
駐
兵
篇
に
齊
3
魏
・
秦
三
國
の
方
法
を
比
較
し
て
み
る
。
勿
論
軍
籍
に
あ
る
滑
全
部
が
常
に
教
練
を
受
け
て
み
る
の
で
な
く

　
交
替
に
番
上
す
る
の
で
あ
ら
・
’
。

（
2
8
）
用
田
賦
の
解
法
。
こ
の
文
句
を
如
何
に
解
す
可
き
か
に
就
て
實
は
肖
信
を
持
た
ぬ
が
左
傳
と
國
語
と
を
混
み
合
せ
て
強
ひ
て
解
繹

，（　106　）



を
加
へ
て
見
よ
う
．
事
大
膿
の
見
當
を
云
，
ふ
な
ら
は
之
は
先
の
丘
高
師
ち
邸
．
賦
に
封
ず
る
田
賦
で
あ
り
、
郎
民
の
．
賦
の
義
務
、
云
ひ

換
れ
ば
笹
下
の
義
務
を
、
田
に
封
ず
る
賦
、
帥
ち
上
地
へ
韓
嫁
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
の
推
渕
が
禺
來
ろ
。
霊
徳
で
は
孔
子
が
舟
有

の
問
に
答
へ
た
る
言
葉
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
君
子
之
行
也
、
度
量
禮
。
酌
取
其
厚
。
事
纂
藩
中
，
敏
從
其
薄
。
如
是
則
即
諾
亦
足
。
若
不
霊
於
禮
。
而
貧
玉
無
厭
。
則
錐
以
田

　
む

　
賦
。
將
叉
不
足
。
旦
子
季
孫
。
若
前
行
載
量
。
則
有
周
忌
之
典
在
。
若
補
説
而
行
之
。
叉
何
訪
焉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
あ
り
、
之
で
は
田
賦
の
何
物
か
は
少
し
も
分
ら
ぬ
。
只
五
師
ち
丘
甲
に
封
ず
る
も
の
な
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
丈
で
あ
る
。
次
に

國
語
。
魯
語
下
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
先
王
王
土
。
附
田
以
ヵ
。
而
砥
其
遠
端
。
賦
里
書
入
。
活
量
其
有
無
。
任
力
場
夫
。
而
議
其
老
幼
。
階
調
乎
有
立
野
孤
疾
。
有
軍

　
族
露
出
二
道
之
。
愚
将
已
。
其
歳
牧
、
田
一
非
幽
寂
禾
。
聚
窃
・
缶
米
。
不
是
過
也
。
先
王
坦
縦
足
。
若
子
御
掛
。
欲
其
法
也
。
則

　
有
周
公
之
籍
臭
σ
若
欲
犯
渋
Q
則
荷
而
賦
。
叉
何
訪
焉
。

と
あ
る
。
こ
の
中
暑
田
以
下
と
は
年
租
を
云
ひ
，
任
力
亡
夫
と
は
力
役
を
云
ひ
、
之
に
嬉
し
て
賦
里
と
い
ふ
の
が
あ
っ
て
，
入
民
の

牧
入
に
磨
じ
て
課
せ
ら
れ
て
み
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
之
は
費
誓
の
槙
輪
・
蕩
菱
を
調
達
す
る
義
務
の
後
身
で
あ
り
、
後
文
に
よ
れ

ば
田
一
井
毎
に
穫
禾
・
墨
斑
・
缶
米
で
あ
る
と
い
ふ
。
禺
貢
に
も
、
九
州
の
田
賦
の
外
に
，
百
里
熱
量
総
。
二
百
里
納
錐
。
瓢
百
里
納

桔
服
。
四
百
里
粟
。
五
百
里
米
、
と
あ
り
，
こ
の
部
分
は
古
い
傅
と
思
は
る
・
が
、
兎
に
斎
言
賦
の
法
が
行
は
れ
て
る
る
一
方
に
斯

の
如
き
物
質
的
負
澹
が
あ
．
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
今
丘
甲
を
改
め
て
常
備
軍
を
組
織
し
た
が
之
が
爲
一
畳
、
人
民
の
義
務
を
解
放
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
の
で
愚
な
る
常
備
軍
維
持
費
を
課
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
貧
富
李
等
で
あ
っ
て
は
段
々
徴
集
が
不
可
能
に
な
っ
た
の
で
、

　
古
飛
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
四
九
九
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古
禽
支
那
賦
税
鋼
度
（
申
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
三
號
　
　
五
〇
〇

　
さ
て
こ
そ
所
有
地
に
難
じ
て
伝
搬
を
定
む
る
田
．
賦
の
法
と
な
っ
た
と
思
は
れ
る
、
結
局
之
は
田
租
を
櫓
徴
す
る
結
果
と
な
っ
た
が
、

、
併
し
全
然
田
租
に
繰
り
入
れ
た
か
は
明
か
で
な
い
。
孟
子
。
離
婆
章
句
上
。
求
也
怪
物
氏
宰
。
無
能
於
其
徳
、
而
賦
粟
倍
他
爲
。
と

　
あ
り
之
は
孔
子
當
時
の
話
と
あ
る
が
、
粟
を
賦
と
し
て
納
め
た
の
な
れ
ば
田
租
と
は
別
に
、
臨
時
費
と
し
て
徴
養
し
て
み
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
あ
ら
う
。
孟
子
。
縢
文
公
章
池
上
。
講
野
九
一
而
助
、
昼
中
什
唱
。
使
三
悪
、
の
三
七
と
は
矢
張
税
臆
封
ず
る
の
賦
で
、
銭
穀
を
納

　
め
さ
せ
す
し
て
自
身
兵
役
に
服
す
、
帥
ち
丘
賦
の
法
に
復
活
す
可
き
を
云
っ
た
も
の
と
解
し
た
い
。

（
2
9
）
賦
敏
に
就
て
。
漢
代
の
、
賦
が
賦
敏
と
よ
ば
れ
た
も
の
と
同
一
な
ら
ん
こ
と
は
前
に
蓮
べ
た
が
、
賦
敏
と
い
ふ
文
字
は
職
國
の
記
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
に
屡
々
見
え
て
み
る
。
史
記
巻
八
十
七
李
斯
野
津
。
藩
儒
阿
房
之
宮
。
治
直
要
道
、
賦
敏
愈
重
。
（
中
略
）
作
爲
阿
房
之
宮
。
賦
敏
天

　
下
。
（
中
路
）
大
爲
宮
室
。
厚
賦
だ
下
。
（
中
略
、
李
斯
）
乃
從
獄
中
上
書
日
。
（
中
略
）
緩
刑
罰
。
薄
藍
徹
。
以
塗
主
管
衆
之
心
。
と
あ

　
り
，
漢
代
の
賦
が
寓
子
に
も
及
ん
だ
こ
と
か
ら
考
へ
て
，
秦
の
賦
敏
も
岡
機
女
子
を
含
ん
だ
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
史
記
巻
八
十
九
．
、

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

　
牛
耳
列
傳
。
頭
會
三
物
。
鍛
供
軍
畳
。
と
い
ふ
の
で
想
像
さ
る
。
他
の
職
國
に
も
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
筍
子
。
王
覇
第
十
一
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
．
地
堺
將
輕
田
野
之
税
。
省
発
布
靴
敷
、
輩
畢
力
役
。
と
あ
り
、
刀
布
之
敏
こ
そ
は
賦
金
に
繋
る
．
而
し
て
萄
子
の
頃
に
は
刀
布
は
即

　
ち
銭
布
で
金
属
貨
を
指
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
孟
子
に
は
之
と
全
く
同
じ
場
合
を
、
男
心
章
句
下
に
有
布
聖
業
征
。
粟
米
之
征
。
力

　
役
之
征
と
蓮
べ
、
刀
看
之
徹
に
相
當
す
る
所
に
布
縷
異
業
と
あ
る
。
之
は
米
だ
物
納
で
あ
り
し
如
く
思
は
る
が
、
布
縷
之
征
と
い
ふ

　
以
上
女
子
に
も
課
し
た
る
な
る
可
く
、
之
に
相
要
す
る
刀
布
製
敏
も
女
子
に
も
及
ん
だ
で
あ
ら
う
。
後
世
支
那
で
は
女
子
を
課
税
の

　
湿
半
と
す
る
こ
と
が
異
樋
と
な
っ
た
が
、
漢
代
ま
で
は
女
子
も
男
子
と
同
様
に
取
扱
は
れ
て
る
た
や
う
で
あ
る
。
而
し
て
軍
事
費
の

　
意
味
な
る
渋
塗
を
女
子
に
及
す
に
は
叉
理
宙
が
あ
る
。
古
代
に
は
女
子
も
亦
危
急
の
際
に
職
に
寄
事
し
た
。
商
君
書
。
兵
守
第
＋
二
。
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壮
士
爲
一
軍
。
紅
女
爲
一
軍
。
男
女
勧
工
弱
者
爲
一
軍
。
此
謂
之
三
軍
也
。
之
と
似
た
こ
と
は
墨
子
。
備
城
門
第
五
十
二
〇
に
も
見

　
え
て
み
る
。
又
夫
が
武
器
を
造
る
時
に
は
嚢
が
之
を
櫛
挽
つ
た
。
戦
國
認
り
燕
策
。
博
聞
王
居
虚
不
安
。
（
中
略
）
身
自
制
甲
札
。
妻

　
自
製
甲
緋
。
そ
れ
で
男
子
が
兵
役
免
除
の
際
、
軍
器
調
蓬
の
義
務
の
代
り
と
し
て
賦
徹
を
徴
牧
さ
れ
た
時
、
女
子
も
同
時
に
そ
の
義

　
務
を
負
は
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
既
に
黒
漆
を
納
め
し
以
上
、
＾
民
の
兵
役
は
輩
に
身
罷
だ
け
の
服
役
で
す
む
か
と
思
へ
ば
矢
張
危

　
急
の
際
に
は
、
人
民
に
武
器
調
達
を
命
令
し
て
み
る
、
戦
艦
策
。
魏
策
。
或
七
言
王
。
王
傲
日
藤
之
内
。
其
壮
齢
王
者
。
十
臼
之
内

　
備
不
具
者
死
。
王
因
取
聖
天
。
芝
生
上
罫
書
。
な
ど
あ
る
。
春
秋
以
後
、
民
主
壁
書
す
る
こ
と
度
な
し
と
云
ひ
つ
べ
き
で
あ
る
が
、

　
そ
れ
丈
こ
の
間
に
哨
般
文
明
も
蓮
歩
し
、
純
置
上
に
も
向
上
し
て
、
兎
に
角
之
に
慮
じ
得
る
様
に
な
っ
て
來
た
の
で
あ
る
。
斯
く
民

　
間
に
兵
器
の
準
備
を
命
じ
た
る
事
あ
り
し
爲
、
秦
の
丁
霊
が
天
下
を
統
一
し
て
兵
を
集
め
て
金
人
を
造
る
と
い
ふ
事
も
趨
っ
た
の
で

　
あ
る
。
序
に
賦
敷
と
い
．
幽
字
が
用
ゐ
ら
れ
た
古
い
例
は
，
左
門
。
成
肥
十
八
年
。
薄
賦
敏
。
云
云
の
文
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
3
0
）
罰
賦
に
就
て
。
像
論
と
し
て
此
に
罰
賦
の
こ
と
を
一
言
ゼ
ね
ば
な
ら
ぬ
り
・
漢
代
に
罰
の
意
味
と
し
て
特
に
算
を
塘
す
こ
と
。
か
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

　
た
．
漢
書
。
恵
帝
紀
、
六
年
令
女
子
十
五
以
上
。
至
三
十
。
不
嫁
乗
算
、
心
界
に
懐
妊
し
た
る
者
に
は
賦
を
免
す
る
。
章
帝
紀
。
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
和
二
年
。
諸
懐
薙
者
。
海
狸
養
馨
り
人
三
斗
。
復
其
夫
。
勿
弊
一
歳
。
こ
の
不
敏
を
賞
罰
、
殊
に
罰
の
意
味
に
用
ふ
る
こ
と
は
、
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
は
秦
の
商
量
の
や
り
方
を
虞
似
た
も
の
で
あ
る
。
史
記
。
巻
胴
＋
八
。
商
品
列
傳
。
民
有
二
男
以
上
。
不
識
異
者
。
倍
其
賦
。
此
に

　
云
ふ
賦
は
、
秦
が
孝
公
十
五
年
、
始
め
‘
て
賦
の
制
度
を
作
っ
た
前
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
，
主
意
の
こ
と
と
思
は
れ
る
。
然
る
に
こ

　
の
當
時
、
武
器
を
以
て
鎖
罪
に
當
て
た
記
事
が
あ
る
，
二
子
。
中
匡
第
＋
九
。
講
灘
刑
罰
、
以
厚
甲
兵
。
（
中
略
）
使
以
甲
兵
腰
。
死

　
罪
以
配
車
一
締
。
刑
罰
獄
脇
盾
一
斗
。
過
罰
真
金
。
同
襟
の
こ
と
は
詞
害
小
豊
門
二
十
。
國
語
齊
語
。
推
南
子
。
博
論
訓
に
見
え
て

　
　
古
代
支
那
賦
視
調
度
〔
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
第
一
∴
號
　
　
五
〇
憎
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古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
五
〇
ご

　
み
る
。
壇
罪
の
こ
と
は
禽
書
呂
刑
に
見
え
て
み
る
が
、
爾
書
の
記
事
は
春
秋
時
代
と
秦
時
代
の
中
間
に
位
遣
す
べ
き
も
の
と
患
は
れ

　
る
の
春
秋
時
代
所
罰
の
意
味
で
賦
を
倍
に
し
た
こ
と
は
左
糧
嚢
公
二
十
二
年
の
條
に
も
兄
ゆ
。
こ
の
罰
賦
の
思
想
は
奴
隷
が
職
功
に

　
よ
り
て
解
放
さ
る
・
思
想
と
關
係
が
あ
る
。
左
傳
嚢
公
二
＋
三
年
の
條
に
、
晋
の
牛
公
の
奴
隷
賢
才
が
敵
の
勇
士
督
戎
を
打
取
っ
て

、
冊
漆
の
籍
か
ら
割
っ
て
貰
つ
藷
が
あ
る
、
姐
隷
を
馨
に
用
ふ
る
こ
と
は
亨
、
例
の
自
誓
に
も
初
夢
を
職
捧
つ
九
ら
し
き
記

　
事
が
見
え
，
恐
ら
く
戦
功
を
立
て
し
曙
に
は
待
遇
の
改
善
、
或
は
解
放
を
條
件
と
し
て
激
働
し
た
ら
う
と
思
は
れ
る
か
ら
、
こ
の
思

　
想
の
方
が
古
く
、
次
に
自
身
載
ふ
代
の
に
武
器
を
提
供
し
て
所
罰
を
免
れ
る
思
想
に
轄
化
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
も
始
め

　
は
裁
器
其
物
を
提
供
し
た
が
後
に
は
、
賦
の
意
味
の
憂
化
と
牛
熱
し
て
，
金
銭
を
以
て
之
に
代
ふ
る
や
う
に
な
つ
翼
こ
と
前
蓮
の
如

　
く
で
あ
る
G
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
㌔

（
3
1
）
濱
口
重
過
學
士
。
過
夏
と
践
・
更
、
（
東
洋
墨
黒
，
第
十
九
巻
第
三
號
）
滲
照
。
秦
の
長
城
の
役
は
，
史
記
。
巻
八
九
。
張
耳
列
傳
、

　
北
有
長
城
之
役
。
南
有
五
嶺
之
戊
。
と
あ
り
。

（
3
2
Y
・
職
國
時
代
の
封
君
。
職
國
繕
代
は
中
央
一
世
の
形
勢
が
巳
に
出
演
上
り
、
例
へ
ば
四
君
の
如
き
も
中
央
政
府
に
居
っ
て
政
構
を
握

　
つ
て
こ
そ
，
諸
侯
の
間
に
重
き
を
な
し
た
れ
、
｝
度
政
樫
を
失
へ
ば
箪
に
中
央
の
保
護
を
得
て
の
み
蝉
騒
当
た
る
地
位
を
維
持
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
た
．
職
國
策
，
齊
策
に
孟
嘗
君
の
父
，
靖
郭
君
が
自
己
の
勢
力
維
持
の
た
め
に
酵
に
城
つ
き
て
萬
一
に
備
へ
ん
と
し
た
時
，
或
人
が

　
諌
め
て
。
君
長
有
心
。
鍵
以
薩
。
失
齊
。
難
隆
酵
之
城
羊
蹄
天
。
猜
之
無
盆
也
。
と
云
っ
て
み
る
。
韓
非
子
。
説
林
下
第
二
＋
一
。

　
に
も
之
を
引
用
す
。
さ
れ
ば
戦
國
に
入
り
て
縄
帯
・
功
臣
に
し
て
撒
世
羅
い
て
土
地
を
有
す
る
と
い
ふ
事
が
殆
ど
無
く
な
っ
た
。
職

　
國
策
。
趙
策
に
左
郭
公
が
趙
孝
成
王
の
太
后
を
諌
め
た
問
答
を
記
し
て
，
左
師
公
正
、
今
三
世
以
前
。
至
難
聴
力
趙
。
趙
主
之
子
孫

C110’　），



　
侯
者
。
其
糧
書
誌
者
乎
。
虚
無
有
。
日
嗣
濁
趙
。
諸
侯
有
在
者
乎
。
日
老
婦
不
聞
也
。
と
あ
り
，
韓
非
子
。
難
物
第
十
九
。
楚
邦
之

　
法
。
隷
臣
再
構
而
牧
地
。
唯
孫
叔
教
猫
在
。
と
あ
り
，
史
記
巻
百
二
十
六
。
優
孟
列
傳
。
に
よ
れ
ば
十
常
器
い
た
と
い
ふ
か
、
斯
る

　
例
は
稀
で
あ
る
。
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

へ
3
3
）
春
秋
時
代
の
世
卿
。
春
秋
時
代
の
世
卿
は
自
己
の
榮
邑
を
根
糠
と
し
、
領
内
の
兵
模
・
財
模
を
併
せ
有
し
て
出
て
は
中
央
の
政
樺

　
を
掌
握
し
て
威
を
振
っ
た
。
な
ほ
地
方
割
嫁
の
傾
向
が
強
い
。
魯
が
三
桓
の
城
を
堕
た
ん
と
し
た
時
、
藩
学
氏
の
鄭
と
季
孫
氏
の
費

　
と
は
己
に
堕
ち
し
が
、
孟
孫
氏
の
臣
は
成
の
城
を
堕
つ
を
肯
ぜ
す
、
左
傳
。
定
置
十
二
年
。
に
、
且
成
孟
子
之
保
障
也
。
無
成
是
無

　
孟
氏
也
、
と
云
っ
て
反
毒
し
た
こ
と
め
り
、
或
は
昭
公
が
季
孫
氏
を
攻
め
た
峙
，
淑
六
千
の
臣
が
，
無
季
氏
。
是
無
淑
孫
氏
也
。
と

　
云
っ
て
季
氏
を
救
ひ
、
昭
公
を
攻
め
た
の
で
燧
に
昭
公
が
出
奔
す
る
に
至
っ
た
。
（
左
傳
。
昭
公
二
＋
五
年
。
）
逆
に
云
へ
ば
魯
の
如
く

　
中
央
集
樺
の
企
が
度
々
不
論
功
に
終
っ
た
所
は
、
職
國
に
入
ら
ざ
る
に
既
に
衰
へ
、
晋
の
如
き
は
た
と
へ
分
裂
し
て
も
、
韓
。
魏
・
趙

　
そ
れ
ぞ
れ
中
央
集
礎
を
行
っ
て
外
部
に
膨
脹
し
た
爲
、
何
れ
も
戦
國
の
強
國
と
な
っ
た
。
齊
が
桓
公
・
管
仲
の
後
暫
く
衰
へ
た
が
、

　
熊
笹
。
國
氏
な
ど
世
卿
が
居
っ
て
割
毒
し
九
が
燵
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
田
氏
の
革
命
、
呂
氏
の
滅
亡
は
齊
の
中
央
集
雛
に
伴
っ
て
起

　
つ
た
現
象
で
，
こ
れ
以
後
再
び
齊
は
勢
を
盛
り
返
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
3
4
）
秦
漢
の
封
君
σ
史
記
巻
一
二
九
。
賃
殖
傳
。
秦
漢
之
制
。
列
侯
封
君
。
食
租
税
、
歳
傘
戸
二
百
。
千
戸
之
君
。
則
二
千
萬
。
朝
観

　
跨
享
。
．
出
其
中
。
之
に
よ
れ
ば
私
の
奉
養
と
な
る
の
は
租
税
で
あ
っ
て
、
賦
敏
は
其
會
計
が
中
央
に
慨
し
て
み
た
も
の
と
思
は
れ
る
び

　
強
ち
．
賦
敏
は
其
土
地
の
官
俸
等
を
支
出
っ
て
、
残
り
は
中
央
に
極
る
軽
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
り
之
は
職
閥
諸
國
も
然
り

　
し
と
見
え
、
魏
の
信
宮
津
が
耶
郵
の
園
を
救
は
ん
と
，
王
命
を
得
す
に
赴
か
ん
と
し
弛
時
，
共
に
す
る
所
は
食
客
三
千
入
で
あ
り
、

　
　
古
代
支
那
賦
税
剥
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巷
　
錐
三
號
　
　
五
〇
三

（エ1L）．



　
　
古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
入
巻
　
第
三
號
　
　
五
〇
四

　
賓
客
に
請
う
て
車
騎
百
餓
乗
と
な
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
賦
敏
を
以
て
自
己
直
幡
の
軍
隊
を
養
ひ
し
と
も
見
え
ぬ
。
然
る
に
魏
の
將
軍
晋

　
鄙
は
此
時
、
十
萬
衆
に
賂
と
し
て
椰
邸
附
近
に
陣
し
て
み
る
。
之
に
よ
れ
ば
照
照
は
其
人
民
を
も
使
役
す
る
事
が
出
題
す
冨
賦
飲
も

　
叉
中
央
に
属
し
た
と
し
か
考
へ
ら
れ
ぬ
。
食
客
三
千
人
は
其
租
税
で
養
っ
て
み
た
。
史
記
巻
七
十
五
。
孟
嘗
君
刻
傳
。
孟
嘗
君
時
粗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ソ

　
齊
、
封
萬
戸
於
薩
。
其
食
客
三
千
入
。
邑
入
不
足
以
奉
客
。
使
人
出
銭
於
薩
、
と
あ
り
邑
入
は
租
税
を
指
す
。
そ
れ
が
足
ら
ざ
る
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
高
利
貸
を
し
た
の
で
あ
る
。
叉
新
序
。
巻
一
。
〔
晋
U
李
公
団
。
〔
中
略
〕
吾
門
下
食
客
者
。
三
千
里
人
。
朝
食
不
足
、
暮
牧
市
租
。
暮

　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
食
不
足
。
朝
牧
市
租
。
と
あ
り
、
市
租
を
以
て
愈
客
を
養
ふ
と
云
っ
て
み
る
。
但
し
此
に
晋
の
李
公
と
な
っ
て
み
る
の
は
少
し
不
適

　
當
で
、
食
客
三
千
入
と
い
ふ
所
か
ら
見
て
，
誰
か
職
國
四
君
の
日
人
の
名
が
間
蓮
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
．

（
3
5
｝
漢
の
封
建
翻
。
漢
の
所
謂
封
建
制
が
漸
次
崩
難
し
て
ゆ
く
経
過
は
春
秋
の
封
建
制
崩
壌
を
繰
返
し
て
み
る
。
漢
も
始
め
諸
侯
に
與

　
へ
た
領
地
は
全
然
興
へ
き
り
で
あ
っ
た
。
漢
書
。
高
帝
紀
十
二
年
。
幽
霊
。
（
中
略
）
其
有
功
者
。
上
致
聖
王
。
次
爲
列
侯
。
下
乃
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
邑
、
而
重
臣
之
親
。
或
爲
刎
侯
、
皆
臓
卜
置
吏
。
得
賦
敏
Q
と
あ
り
、
自
由
に
賦
敏
を
得
し
め
て
み
た
。
然
し
そ
れ
で
は
弊
害
が
多

　
い
の
で
、
其
前
年
十
一
年
二
月
の
詔
に
は
、
欲
省
湯
煮
、
冷
献
包
有
程
。
吏
或
多
賦
、
以
駕
獣
。
中
落
侯
王
尤
多
。
民
疾
之
。
令
諸

　
侯
王
通
説
。
審
理
十
月
朝
雲
。
及
郡
各
以
鞘
口
撒
寧
。
人
歳
六
十
三
銭
。
以
給
落
選
。
と
あ
り
漢
直
厩
の
郡
で
は
覚
賦
百
拭
拾
鋸
と

　
定
ま
り
居
る
が
諸
侯
王
に
は
其
定
額
が
な
い
の
で
，
獣
費
の
額
を
定
め
て
賦
敷
の
低
減
を
計
り
、
郡
縣
に
於
て
は
六
拾
蓼
銭
を
除
い

　
て
五
拾
七
銭
で
地
方
財
政
の
塵
理
を
命
じ
た
の
で
あ
ら
う
。
然
る
に
こ
の
賦
敏
の
樫
利
は
や
が
て
中
央
に
納
め
ら
れ
、
漢
書
巻
三
八
。

高
五
王
傳
賛
。
時
諸
侯
早
落
除
御
実
大
夫
・
群
卿
以
下
衆
寛
如
漢
朝
。
漢
宝
玉
置
丞
粗
・
自
呉
楚
諌
後
・
稻
奪
諸
侯
樫
・
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
其
後
諸
侯
。
唯
得
衣
食
租
税
、
而
し
て
斯
く
な
つ
九
年
代
は
、
漢
書
百
‘
9
表
に
、
景
帝
中
五
年
。
令
諸
侯
王
。
不
得
復
治
國
。
天
子
爲

（　11．o　）



置
吏
。
と
あ
る
よ
り
見
て
、
矢
張
景
忌
中
五
年
の
こ
と
≒
思
は
れ
る
。
こ
れ
以
後
、
ロ
バ
租
税
丈
を
自
己
の
牧
入
と
す
る
職
國
の
封
君

．
と
全
く
留
る
所
が
な
く
な
っ
た
。
而
も
租
税
の
中
、
田
租
は
巳
に
國
家
財
政
に
移
管
さ
れ
、
輩
に
山
川
園
池
市
難
租
税
之
入
（
漢
書

食
貨
志
上
）
だ
け
に
限
ら
れ
て
み
た
の
で
あ
る
，

（113）

古
代
支
那
賦
税
制
度
（
中
）

第
十
八
巷
　
第
三
號
　
　
五
〇
五


